
   平成３０年３月 19 日

   財 務 局

  

総合評価方式（技術力評価型・技術実績評価型）の一部改正について

このたび、総合評価方式（技術力評価型・技術実績評価型）の一部を改正する

こととしましたので、お知らせします。

１ 主な改正内容

  ①調査基準価格の算定式の改定に伴う修正

   調査基準価格の算定式の改定に伴い、価格点の評価について、基準値の

算定式からガス工事費の項目を削除します。

  ②企業の信頼性・社会性の評価項目の「「東京ワークライフバランス認定

企業」の実績点」の改正

   「東京ワークライフバランス認定企業」の実績について、東京ワークラ

イフバランス認定企業の部門に関する記述を削除し、認定された全ての企

業を評価の対象とします。

  ③企業の信頼性・社会性の評価項目の「女性活躍推進の実績点」の改正

   女性活躍推進の実績について、東京都女性活躍推進大賞の賞の種類を削

除し、受賞した全ての企業を評価の対象とします。

  ④その他、所要の改正を行います。

２ 施行日

平成３０年４月１日以後に公告等を行う案件から適用します。

【問合せ先】

財務局経理部総務課契約調整担当

直通 03-5388-2607
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